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宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
七
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
十
八
号

　
　
　
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
の
九
第
一
項
中
「
、
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
」、「
、
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
二
項
」
及
び
「
、

第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
五
十
五
条
の
四
第
三
項
」
及
び
「
、
第
七
十
二
条
の
三

十
九
の
四
第
三
項
」
を
削
る
。

　

第
十
三
条
中
「
、
第
五
十
五
条
の
四
第
三
項
」
及
び
「
、
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
三
項
」
を
削
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
項
及
び
第
四
十
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
五
十
九
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
二
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
六
十
項
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
二
条
の
三
中
「
条
例
第
七
十
四
条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
」
を
「
条
例
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
帳
簿
（
同
項
に
規
定
す
る
帳
簿
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
係
る
電
磁
的
記
録
等
（
同
項

に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
保
存
を
も
つ
て
当
該
帳
簿
の
保
存
に
代
え

よ
う
と
す
る
者
」
に
改
め
、「
定
め
る
要
件
」
の
下
に
「（
当
該
者
が
特
定
要
件
に
従
つ
て
当
該
電
磁
的
記
録
等
の
保
存

を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。）」
を
加
え
、「
承
認
を
受
け
て
い
る
帳
簿
（
以
下
本

節
に
お
い
て
「
帳
簿
」
と
い
う
。）
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
」
及
び
「（
以
下
本
節
に
お
い
て
「
電
磁
的
記
録
等
」
と

い
う
。）」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
本
節
」
を
「
こ
の
条
」
に
、「
イ
か
ら
ホ
ま
で
」
を
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、

同
号
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「（
当
該
帳
簿
に
係
る
電
子
計
算
機
処
理
」
の
下
に
「（
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て

行
わ
れ
る
情
報
の
入
力
、
蓄
積
、
編
集
、
加
工
、
修
正
、
更
新
、
検
索
、
消
去
、
出
力
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
処
理
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、「
掲
げ
る
者
が
開
発
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
」
を
「
規
定
す
る
者
が

開
発
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
」
に
、「
条
例
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
「
電
子
計
算
機
に

対
す
る
指
令
で
あ
つ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
」
に
、「
本
条
及
び
次
条

第
二
項
」
を
「
こ
の
条
」
に
、「
当
該
条
例
第
七
十
四
条
第
二
項
に
掲
げ
る
者
が
開
発
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
」
を
「
当

該
者
が
開
発
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑴
中
「
電
子
計
算
機
処
理
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「（
電
子
計
算

機
処
理
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
号
ハ
を
同
号
イ
と
し
、
同
号
中

ニ
を
ロ
と
し
、
ホ
を
削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ハ�　

地
方
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
当
該
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
提
示
又
は
提
出
の
要
求
に
応
じ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
の
三
第
二
号
中
「
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム　

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
」
を
「
条
例
第
七
十

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
」
と
い
う
。）　

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
⒤
中
「
掲
げ
る
」
を
「
規
定
す
る
」
に

改
め
、「（
前
号
イ
⑴
及
び
⑵
に
規
定
す
る
事
実
及
び
内
容
に
係
る
も
の
を
含
む
。）」
を
削
り
、「
記
名
」
を
「
そ
の
氏
名
」

に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
ⅱ
中
「
記
名
」
を
「
氏
名
」
に
改
め
、
同
号
ハ
及
び
ニ
を
削
り
、
同
号
ホ
中
「
場
合
」
を
「
場
所
」

に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
特
定
要
件
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
を
い
う
。

　

一�　

条
例
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
も
つ
て
当
該
帳
簿
の
保
存
に
代

え
よ
う
と
す
る
者　

次
に
掲
げ
る
要
件
（
当
該
者
が
地
方
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
当
該
帳
簿
に
係
る
電

磁
的
記
録
の
提
示
又
は
提
出
の
要
求
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
場
合
に
は
、
ハ
（
⑵
及
び
⑶
に

係
る
部
分
に
限
る
。）
に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。）

　
　

イ�　

当
該
帳
簿
に
係
る
電
子
計
算
機
処
理
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
電
子
計
算
機
処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用

す
る
こ
と
。
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⑴�　

当
該
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
記
録
事
項
に
つ
い
て
訂
正
又
は
削
除
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

事
実
及
び
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
　
　

⑵�　

当
該
帳
簿
に
係
る
記
録
事
項
の
入
力
を
そ
の
業
務
の
処
理
に
係
る
通
常
の
期
間
を
経
過
し
た
後
に
行
つ
た

場
合
に
は
、
そ
の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
　

ロ�　

当
該
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
記
録
事
項
と
関
連
帳
簿
（
当
該
帳
簿
に
関
連
す
る
帳
簿
を
い
う
。
ロ
に
お

い
て
同
じ
。）
の
記
録
事
項
（
当
該
関
連
帳
簿
が
、
条
例
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
関
連
帳
簿

に
係
る
電
磁
的
記
録
等
の
保
存
を
も
つ
て
当
該
関
連
帳
簿
の
保
存
に
代
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
電
磁
的
記
録
等
の
記
録
事
項
）
と
の
間
に
お
い
て
、
相
互
に
そ
の
関
連
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
。

　
　

ハ�　

当
該
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
記
録
事
項
の
検
索
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
も
の
に
限
る
。）
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
。

　
　
　

⑴�　

利
用
年
月
日
及
び
利
用
金
額
（
⑵
及
び
⑶
に
お
い
て
「
記
録
項
目
」
と
い
う
。）
を
検
索
の
条
件
と
し
て

設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
　
　

⑵　

記
録
項
目
に
つ
い
て
は
、
そ
の
範
囲
を
指
定
し
て
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
　
　

⑶　

記
録
項
目
を
組
み
合
わ
せ
て
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　

二�　

条
例
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
当
該
帳
簿
の
保
存
に
代
え
よ
う
と
す
る
者　

次
に
掲
げ
る
要
件

　
　

イ　

前
号
に
定
め
る
要
件

　
　

ロ�　

前
項
第
二
号
ロ
⑵
⒤
の
電
磁
的
記
録
に
、
前
号
イ
⑴
及
び
⑵
に
規
定
す
る
事
実
及
び
内
容
に
係
る
も
の
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　

ハ�　

当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
保
存
に
併
せ
て
、
帳
簿
の
種
類
及
び
利
用
年
月
日
そ
の
他
の

日
付
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
探
し
出
す
こ
と

が
で
き
る
索
引
簿
の
備
付
け
を
行
う
こ
と
。

　
　

ニ�　

当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
ご
と
の
記
録
事
項
の
索
引
を
当
該
索
引
に
係
る
電
子
計
算
機
出

力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
出
力
し
て
お
く
こ
と
。

　
　

ホ�　

当
該
帳
簿
の
保
存
期
間
（
条
例
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
の
保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
期
間
を
い
う
。）
の
初
日
か
ら
当
該
帳
簿
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
法
定
納
期
限
（
法

第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
納
期
限
を
い
う
。）
後
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
電
子

計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
保
存
に
併
せ
て
前
項
第
一
号
ロ
及
び
前
号
ハ
に
掲
げ
る
要
件
（
当
該
者
が

地
方
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
当
該
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
提
示
又
は
提
出
の
要
求
に
応
じ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
場
合
に
は
、
同
号
ハ
（
⑵
及
び
⑶
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
に
掲
げ
る
要
件
を

除
く
。）
に
従
つ
て
当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
し
、
又
は
当

該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
記
録
事
項
の
検
索
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
（
同
号
ハ
に
規
定

す
る
機
能
（
当
該
者
が
地
方
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
当
該
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
提
示
又
は
提

出
の
要
求
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
場
合
に
は
、
同
号
ハ
⑴
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
機

能
）
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。）
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
の
四
及
び
第
四
十
二
条
の
五
を
削
る
。

　

附
則
第
九
項
中
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

別
表
様
式
第
八
十
四
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
十
四
号　

削
除

　

別
表
様
式
第
八
十
四
号
の
三
の
項
か
ら
様
式
第
八
十
六
号
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
十
四
号
の
三
か
ら
様
式
第
八
十
六
号
ま
で　

削
除

　

様
式
第
八
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
84号　

削
除

　

様
式
第
八
十
四
号
の
三
か
ら
様
式
第
八
十
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
84号
の
３
か
ら
様
式
第
86号
ま
で　
削
除

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

一�　

第
四
十
二
条
の
三
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
号
ロ
⑵
⒤
中
「
記
名
」
を
「
そ
の
氏
名
」
に
改
め
る
部
分
並
び
に

同
号
ロ
⑵
ⅱ
及
び
同
号
ホ
の
改
正
規
定
に
限
る
。）
及
び
附
則
第
九
項
の
改
正
規
定　

公
布
の
日

　

二　

第
十
二
条
の
九
、
第
十
三
条
及
び
第
二
十
二
条
の
改
正
規
定　

令
和
四
年
四
月
一
日

２　

改
正
後
の
附
則
第
九
項
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

３�　

改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
四
十
二
条
の
三
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
て

い
る
同
号
ロ
に
規
定
す
る
関
連
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
又
は
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
記
録
事
項

は
、
新
規
則
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
関
連
帳
簿
の
記
録
事
項
と
み
な
す
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
七
月
十
二
日



（3）　令和３年７月12日　月曜日 号外第30号宮　　城　　県　　公　　報
�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
十
九
号

　
　
　
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「新
（増

）設
設
備

」
を
「取

得
等
設
備

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
一
号
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
様

式
第
一
号
と
み
な
す
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
七
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
二
十
号

　
　
　
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
特
定
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　

第
一
条
中
「
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
」
を
「
特
定
復
興
産
業
集
積
区
域

に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
中
「
免
除
等
」
を
「
免
除
」
に
改
め
る
。

　

別
記
様
式
中
「免

除
等
申
請
書

」
を
「免

除
申
請
書

」
に
、「免

除
等
を

」
を
「免

除
を

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ

の
一
）
中
「法

人
事
業
税
免
除
等
申
請

」
を
「法

人
事
業
税
免
除
申
請

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
中
「個

人
事

業
税
免
除
等
申
請

」
を
「個

人
事
業
税
免
除
申
請

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
三
）
中
「免

除
等
申
請

」
を
「免

除
申

請

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
別
記
様

式
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
特
定
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
規
定
に
よ
る
別
記
様
式
と
み
な
す
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
五
号

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
七
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条　

削
除

　

別
表
様
式
第
九
十
二
号
の
二
の
項
か
ら
様
式
第
九
十
二
号
の
四
の
項
ま
で
を
削
る
。

　

様
式
第
九
十
二
号
の
二
か
ら
様
式
第
九
十
二
号
の
四
ま
で
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


